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Ⅰ　は　じ　め　に

　本稿は，企業内福利厚生をめぐる労働法上の諸問題に関する日独比較法

研究の成果の一部を公表することを目的としている。具体的には，企業内

福利厚生の新たな形態としてわが国において導入が進んでいるカフェテリ

アプランについて，ドイツにおいては，企業内福利厚生制度としてどのよ

うな実態があり，どのような労働法上の問題が生じ，どのような処理手法

が取られているのかといった点についての分析を試みている。

　カフェテリアプランは，アメリカにおいて１９６０年代にその導入につき議

論が始まっている。そして，１９７０年代の早い時期に民間企業において最初

の導入があり，１９８０年代に入って以降，導入が大きく進んだとされる１）。他
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ドイツの企業内福利厚生における 
カフェテリアプランと 
労働法上の諸問題

柳　　屋　　孝　　安　

  １） M. Neu, Entwicklung eines Cafeteria-System der Sozialleistung, １９９５, S. ２９.な
お，アメリカでの最初の導入企業は，１９７３年の ETS（Educational Testing Serv-
ice）あるいはTRW株式会社といわれる。しかし，その後，１９８６年には，既に３００ →



修道法学　３４巻　１号

方，ドイツにおいては，１９８０年代に入りカフェテリアプランについての議

論が開始されている２）。また，ドイツにおいては今日まで，アメリカにお

けるほどにカフェテリアプランの導入は進んでいない。これは，アメリカ

とドイツにおける雇用関係をめぐる企業内外の状況の違いや，市場経済の

捉え方の違い等によるとされている３）。雇用関係をめぐる企業内外の状況

の違いとして，例えば，アメリカにおいては，労働組合や使用者団体が種々

のレベルで組織され，労働協約（協約）も産業レベルで統一的に締結され

ていない点等が，ドイツとの相違点として挙げられている４）。しかし，決

定的であるのは，カフェテリアプランを取り巻く法的規整の状況の違いで

ある。アメリカにおいては，カフェテリアプランに配慮した税制改正が，

その導入促進に大きく寄与したとされている５）。他方，ドイツにおいては，

労働法や税法，社会保険法が逆にカフェテリアプラン導入の制約要因と

なってきたことが指摘されている６）。

　ところで，わが国においては，１９９０年代に入ってカフェテリアプランに

ついて本格的な議論が始まり，２０００年以降，カフェテリアプランの導入が

徐々にではあるが進行している。カフェテリアプランが比較的新しい制度

であること等もあって，カフェテリアプラン自体についての労働法上のト

ラブルは，訴訟等の形式では今のところあまりみられない。そのため，労

働法の視点からの検討がほとんどない状況にある７）。他方，ドイツにおい

─　　─30５７５（５７５）

企業が導入済みとなっていたとされる。vgl. U. Lichius, Cafeteria-Modelle, １９９６ 
Anm. ４３, ４５.また，１９７７年段階でアメリカでの厳格な意味でのカフェテリアプラ
ン導入企業は２社のみであったとも言われている。M. Neu, a. a. O., S. ２９ Anm. １２０.

  ２） U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. １.
  ３） N. Korb, Cafeteria-System, ２００８, S. ８０.
  ４） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, ２００８, S. ８３; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ３.
  ５） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, ２００８, S. ８３.
  ６） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, ２００８, S. ８３; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. １.
  ７） 新カフェテリアプラン研究会『実践カフェテリアプラン』（ぎょうせい，２００５）
３３頁以下。わが国のカフェテリアプランの実態や労働法上の諸問題については，
拙稿「わが国におけるカフェテリアプランの実態と労働法上の諸問題」法と政治
（関西学院大学法政学会）６１巻４号（２０１１）６７頁以下を参照のこと。

→



ては，既述のとおり，カフェテリアプランの導入が大きく進んではいない

ものの，１９８０年代に入って以降，労働経済学や労務管理論の視点からだけ

でなく，労働法の視点からの検討も試みられてきている。わが国とドイツ

との間には，労働法による労働関係規整の枠組みに違いはあるが，カフェ

テリアプランをめぐり検討されている労働法上の問題には類似性が認めら

れる。

　また，わが国の福利厚生制度は，公的な社会保険制度を中心に法定
・ ・
福利

厚生が充実し，法定外
・ ・ ・

福利厚生（企業内福利厚生）がこれを補完してきた

実態がある。こうした実態は，国民皆保険制度の導入に後ろ向きで，法定

福利厚生が脆弱なために，企業による法定外福利厚生の充実が求められて

きたアメリカよりも，むしろドイツの実態に近い８）。わが国においては，

カフェテリアプラン発祥の地とされるアメリカでの実態等についての紹介

や研究がなされ９），その影響を受けてきたとはいえ，カフェテリアプランの

導入の背景や展開状況は，むしろドイツに類似しているといえる１０）。
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  ８） U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ７.
  ９） アメリカのカフェテリアプランについての邦文の紹介文献として，例えば，
企業厚生研究会『ヒューマンな企業厚生』（１９９３，ぎょうせい）１２２頁以下，石田
英夫「米国の選択的福利厚生制度」日本労働研究雑誌４２９号（１９９５，日本労働協
会）２頁以下，岡田義春『スーパー・カフェテリア・プランのすすめ』（１９９９，労
務研究所）１０頁以下，桐木逸朗「日本型カフェテリアプラン」第１回・労働事情
９６４号（２０００）４４頁以下，第６回・労働事情９７３号（２０００）３６頁以下その他を参照
のこと。

 １０） J. Felix, W. Mache, Einführung und Anwendung von Cafeteria-System, 
AiB２００１, S. ３３８f. アメリカでは，法定の強制的な社会保険や労働協約上の社会給
付がドイツほど発展していないことから，老齢扶助や健康リスク等をカバーする
給付の提供が企業内福利厚生において重要な位置を占めてきた。他方，ドイツで
は，社会保障制度が社会立法や労働協約によって確立されており，カフェテリア
プランの導入拡大を阻害してきた。しかし，国家レベルの社会保障制度の破綻の
危険性や給付破綻が予想され，他方では，労働協約の適用のない企業の創設等に
よって使用者が協約制度を抑制する施策を営む傾向がみられる。これらの状況の
下では，カフェテリアプランの導入準備が相当進行するとの専門家の予測も提示
されている。
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　以上の事情から，法定福利厚生についての今後のあるべき国の政策的方

向との関係で企業内福利厚生のあり方をどのように考えるかという視点も

含めて，ドイツでのカフェテリアプランについての議論の状況や労働法上

の諸問題についての処理手法を分析する意義は十分にあるといえる。

　既述のとおり，ドイツにおいては，労働法等の法的規整のレベルで，カ

フェテリアプランの導入に対する制約要因が存在する等，わが国の事情と

は異なる特徴がいくつかある。これらの点も含めて，ドイツにおけるカフェ

テリアプランの労働法上の諸問題について分析，検討を以下において試み

る１１）。

Ⅱ　カフェテリアプランの概念とその制度的特徴

１　カフェテリアプランの概念

　カフェテリアプランは，一般には，企業内福利厚生に属する複数の給付

を選択可能なメニューとして用意し，労働者にメニューの中からの自由な

選択を保障する，企業内福利厚生の比較的新しい運営管理制度と理解され

ているところである。

　カフェテリアプランの発祥の地とされるアメリカにおいて，その最初の

定義とされるものは，１９７８年に改正された内国歳入法（Internal Revenue 

Code）に見出される１２）。これによれば，カフェテリアプランは，「カフェテ

リア形式の付加給付プラン」と定められ１３），その定義として，「従業員に給

─　　─32５７３（５７３）

 １１） ドイツのカフェテリアプランについての研究は，１９８０年代から１９９０年代におい
て盛んに行われており，労働法上の問題の検討につき有益な論考もこの時期もの
もが多い。本稿では，この時期の論考に拠りつつも，労働立法や判例については，
可能な限り新しい情報を加えることととした。

 １２） C. Wolf, Variable Vergütung in Form eines Cafeteria-Plans, １９９３, S. ９２９.なお，
内国歳入法は，所得税を始めとする各種の連邦税の徴収や手続等につき定めた連
邦法である。

 １３） 同法１２５条は，関係従業員のための，フレキシブルあるいは，カフェテリア形
式の付加給付プランに適用があると定めていた。U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, 
S. １２ Anm. ８０.



付か現金のいずれかの選択権を与える」制度とされていた１４）。この定義に

もあるとおり，カフェテリアプランは，当初は，現金支払を選択メニュー

のひとつとして用意する場合が想定されていた。その後，１９８６年の税制改

正で定義が改められ，１９８９年以降，現金支払を含まない選択メニューを提

供する場合もカフェテリアプランとみなされるに至っている１５）。

　他方，ドイツにおいては，カフェテリアプランについて，その定義を置

く法規定はないようであり，統一的な表記もなく，複数の名称が当てられ

ている。カフェテリアシステムという表記が比較的多用されているようで

あるが，カフェテリアモデル，カフェテリア手続，カフェテリアオプショ

ン，カフェテリア勘定（Ansatz）あるいは，カフェテリアプランといった

多様な表記が用いられてきた１６）（以下では，わが国での用語法に従って，ド

イツにおける同様の制度についても「カフェテリアプラン」という表記を

当てておく）。

　ドイツにおいては，カフェテリアプランのような，企業内福利厚生とし

て福利厚生の多様な選択肢を提供する制度について，労務管理論の分野に

おいて，１９８０年代初めに議論が始まった。当時は，カフェテリアプランに

ついて，従業員の入社や就労への動機づけ効果の有無といった観点からの

議論が中心であった。そして，カフェテリアプランの概念については，企

業において柔軟な賃金形成を可能にする概念のひとつと捉えつつ，従業員

に，所定の選択メニューの中から，自己のニーズや好みに合わせて，社会

的給付ないし労働協約水準に上乗せされた給付を選択できる可能性を与え

る制度，というのが，当時からの一般的な説明である１７）。

　ドイツでは，１９９０年前後に導入企業が生まれている１８）。１９８９年の終わり
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 １４） C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９２９.
 １５） C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９２９.
 １６） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９; C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９２９.
 １７） C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９２９; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. １２ff.
 １８） H. W. Mölder, Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen für Cafeteria- System, 
DB１９９６, S. ２１３. ヨーロッパドイツ語圏では，時期が不明であるが，オーストリア →
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から１９９０年の初めにかけて，管理職向けカフェテリアプランを導入してい

た２８企業を対象とした調査１９）がすでに実施されている。その調査結果によ

ると，カフェテリアプランは，実態として，提供されている選択メニュー

には，従前からある福利厚生給付が当てられていて新規のものはないもの

の，従前からの給付の単なる組み合わせでもないと分析されている。すな

わち，カフェテリアプランの下で福利厚生給付の選択方式を採用すること

によって，企業独自の人事管理・報酬施策，税法等の法律上の新たな可能

性，そして，とりわけ個々の従業員の利益（ニーズ）に対応できる報酬シ

ステムの実現に道が開かれたと，その意義が分析されている２０）。

２　カフェテリアプランの制度的特徴

　ドイツのカフェテリアプランは，労働力確保のための誘引や従業員の就

労の動機づけ等を目的としたと制度とされるが，広い意味の「報酬（賃金）

システム（Entlohnungsystem）」の中に位置づけられている２１）。この位置づ

けは，わが国のカフェテリアプランとの対比では特徴的な点であるが，ド

イツでは従前の企業内福利厚生の位置づけと異なるところはない。ドイツ

─　　─34５７１（５７１）

の Voest-Alpaine-Stahl株式会社が最初であったとされている。M. Neu, a. a. O.
（Anm. １）, S. ２９ Anm. １１９．別の調査では，１９８９年から１９９０年にかけて，１２のドイ
ツ企業でカフェテリアプランが確認されている。D. Wagner, A. Grawert, 
Erfahrungen mit Cafeteria-Modellen, Personalwirtschaft, １９９０, S. ２７. D. Wagner, 
Cafeteria-Modelle in der Unternehmens Praxis, Personalführung １９９１, S. ４４.同時
期の２８２企業に対する調査でも，その約５％だけがカフェテリアプランを導入し，
そのうちの１３％が管理職についてカフェテリアプランを含めて少なくも福利厚生
給付の「個別化概念（Individualisierungkonzept）」を採用しているとの結果が示
されている。U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. １０ Anm. ７３. さらに，１９９３年の調査
では，カフェテリアモデルのような個別化された報酬制度の実施経験のある企業
は，２５６企業のうち３７社にとどまっている。N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ８５.

 １９） ハンブルク防衛大学による。C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９２９. ただし，調査
結果の詳細は不明である。

 ２０） C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９２８f.
 ２１） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ４１.

→



において従前の企業内福利厚生との対比で，カフェテリアプランの特徴（制

度的特徴）とされるのは，先の概念説明からも分かるとおり，基本的には，

次の２点である２２）。

　⑴　まず，従業員が，個々の生活状況に基づいて必要なものをメニュー

から選択できること，である。選択メニューの点でいえば，ドイツにおい

ては，労働協約で定められた給付水準に上乗せされた（übertariflich）給付

か，使用者による「任意の社会的給付」（freiwillige Sozialleistung）に限定

されると理解されている点や，賃金構成部分や労働時間関係の給付を選択

メニューとして取り込める制度とされている点が特に特徴的である２３）。

　⑵　さらに，メニュー選択が，個々の従業員ごとに事前に確定され周知

されている予算の枠内に限定され，したがって支出額に限度があること，

である。

　これらの特徴は，企業内福利厚生を，より個別化（Individualisierung）

し，より柔軟化（Flexibilisierung）する機能を果たしていると分析されてい

る２４）。個別化とは，生活上の必要や雇用形態の多様化等によって個別化す

る従業員ニーズに対応できるように給付内容を多様化することである。ま

た，柔軟化とは，給付の額，構成，支給時期を多様に設定することを意味

している２５）。

３　カフェテリアプランの制度態様

　カフェテリアプランは，以上のような２点の特徴を共通に持つとされる

が，個々の制度は，選択メニューの複雑さ，その範囲，選択の自由度の違

いから，大きく３つの制度態様に分類できると考えられている２６）。
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 ２２） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３３８.
 ２３） 例えば，長期時間口座がカフェテリアプランの選択メニューとなる場合を指摘
したものとして，K. H. Böker, Flexible Arbeitszeit-Langzeitkonten, ２００８, S. ４１f.

 ２４） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９f.; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ６８.
 ２５） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ４２f.
 ２６） 広く欧米における分類である。N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９.
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　⑴　柔軟な給付（benefits）制度２７）

　まず，選択メニューの範囲を，カフェテリアプラン用に設定された給付，

すなわち，使用者によって任意に，賃金に付加して制度化された給付（任

意の社会的給付）２８）に限定するタイプである。

　⑵　柔軟な代償（compensation）制度２９）

　次に，本来の社会的給付の他に，場合により，賃金構成部分についても

選択ができるタイプである。例えば，賃金支給時期の変更，有給休暇の買

い上げといった選択メニューを加えたり，賃金構成部分と代替することが

可能な措置を用意する事例等である。代替可能な措置として，例えば，営

業車の貸与，従業員持株，法律ないし税務相談サービス，会社貸付制度等

が挙げられる３０）。

　⑶　柔軟な人材（human-resources）制度３１）

　以上のタイプで提供される選択メニューに，さらに職業訓練・教育訓練

や生涯労働時間に関するメニュー等が追加されるタイプである。賃金政策

と能力開発とを連携させる事例といえる。カフェテリアプランでも，これ

が最も多様なメニュー提供の段階である。ただし，この段階については，

カフェテリアプランの趣旨があいまいになるとの指摘がなされてきた。

　アメリカでは（１）のタイプが最も多いといわれる３２）。カフェテリアプ

ラン導入初期のドイツでもこのタイプが支配的であったとされている３３）。

ドイツでは，その後，（２）や（３）への広がりがみられる。また，アメリ

カでは，社会保険に関わる給付制度が選択メニューの主要な内容であるが，

ドイツでは，社会保険制度等のいわゆる法定福利厚生が充実していること

─　　─36５６９（５６９）

 ２７） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９.
 ２８） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９.
 ２９） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９.
 ３０） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９.
 ３１） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３９.
 ３２） U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ６.
 ３３） U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ９.



もあって，社会保険に関わる給付制度のニーズは低く，現物給付と労働時

間メニューが中心となってきたことが指摘されている３４）。

Ⅲ　カフェテリアプランの導入契機とその功罪

１　カフェテリアプランの導入契機

　ところで，ドイツにおいては，カフェテリアプランの導入について，ど

のような事情の変化が要因となっていると捉えられているのであろうか。

この点については，ドイツにおいてカフェテリアプランの導入が始まる１９９０

年前後以降に，労働関係を取り巻く複数の事情の変化が関係していること

が指摘されている３５）。これら複数の事情の変化は，国レベルの法定福利厚

生政策や企業内福利厚生のあり方，それらの中でのカフェテリアプランの

位置づけ等とも深く関わっている。

　第１の要因として挙げられるのが，人口減少と企業内福利厚生ニーズの

多様化である。企業内福利厚生ニーズの多様化との関係では，まず，人口

の多い世代が就労期を迎えたことを反映して，企業における若い労働者の

数の上昇が挙げられる。特に，ドイツでは，この時期以降，高学歴で職業

上の質の高い労働者の飛躍的増加がみられる。これによって同質的な労働

人口に変化が生じ，労働者側に様々なニーズが生まれた。例えば，企業内

福利厚生に対するニーズとして，高年齢者層は，高齢者扶助や追加的疾病

保険補助等を求めるのに対して，若年層は，賃金と休暇日数を優先する傾

向があり，労働者の世代間での志向の違いも生まれた３６）。

　さらに，夫婦共稼ぎの増加が挙げられる。夫婦で同じ伝統的な追加的給

付を受給することは，福利厚生給付の重複を生むことから，夫婦で異なる

給付へのニーズが生まれる。あるいは，単身者の増加が，結婚世帯のニー

ズとの間に相違を生んでいる。単身者は，生命保険や遺族保険，事業内託

柳屋：ドイツの企業内福利厚生におけるカフェテリアプランと労働法上の諸問題
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 ３４） U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. １０.
 ３５） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ４４ff.; C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９２８ff.
 ３６） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ４４.
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児所等へのニーズは小さい。こうした事情から，企業内福利厚生ニーズの

多様化が生まれている３７）。こうしたニーズの多様化現象の下で，ドイツに

おける長期的な人口減少によって，企業の側は，人材確保の観点から，こ

うした多様化したニーズに応える必要が生じたということである。

　第２の要因に挙げられているのが，１９８０年代半ばに旧西ドイツで議論が

始まった「価値観の転換」である３８）。従業員の価値観は，仕事の動機づけ

や満足度に直結する。そのため，企業の側もこれを賃金政策や福利厚生管

理に反映せざるを得なくなる。この価値観について，年齢の異なる従業員

間での価値観の転換がみられるのである。管理的地位にある古参従業員は，

キャリア重視であるのに対して，若い従業員は労働時間重視の傾向が生ま

れている。その他にも，特に中間管理職や上級管理職についていえること

であるが，実収入の上昇や福利の増進をもたらす多様な報酬制度を求める

傾向のあることがあげられる。また，上位者は節税効果のあるカフェテリ

アモデルに関心を持つ傾向がある３９）。

　これらの要因の他に，１９９２年の EUの市場統合や市場のグローバル化に

よる質の高い労働力の流出や，技術革新や IT化による質の高い労働力へ

の需要の高まりといった事情の変化も，カフェテリアプランの導入要因と

して指摘されている。

２　カフェテリアプランの功罪

　カフェテリアプランの導入については，以上のような導入目的からも判

断できるように，その実施により企業や従業員に利益を生むことが期待さ

れているが，他方で不利益を伴う場合がある。不利益が労使間の法的紛争

の原因となる場合もある。労働法上の諸問題発生の背景との関連で，カ

フェテリアプランについて指摘されてきたメリットとデメリットを，企業，

─　　─38５６７（５６７）

 ３７） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ４４.
 ３８） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ４５.
 ３９） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ４５.



従業員それぞれについて整理しておこう４０）。

　⒜　企業にとってのメリットとデメリット

　企業側のメリットとして，次の諸点が指摘されている。労働市場での当

該企業の魅力の向上，企業イメージの改善，労働者の就労モチベーション

の向上，労働者の満足度の向上，患者数や配置換え（Fluktuation）の抑制，

労働者のコスト意識の促進，労働者の企業への定着，人件費構造の再編

（人件費につき従前の額を変更せずに，効率的に活用），税金等の引き下げ

効果等，多岐に及ぶ。

　他方，デメリットとして，従前の給付のスクラップによる企業内紛争の

発生，カフェテリア制度の整備と導入に相当の時間や手間が必要となるこ

と，カフェテリアプランに関する税法，労働法，社会保障法，労働協約に

関する多くの問題点の事前解決の手間，導入後の運営管理に手間と経費が

かかること４１）等が挙げられている。

　⒝　労働者にとってのメリットとデメリット

　他方，労働者側のメリットとしては，従業員ごとに個別化された予算の

枠内での自由な給付の選択，時間の経過とともに変化するニーズにも対応

できること，税法上の優遇や税免除といったメリットが得られる給付をメ

ニューにできること，一定の給付では，大口利用者割引の利用（例えば，

直接保険におけるより低い保険料の適用）が可能となること等が指摘され

ている４２）。この他にも，多様なメニューの設定等による職場での共同決定

事項の拡大，周期的に反復利用が可能な選択肢（periodisch wiederke-

hrende Wahlmöglichkeiten）が含まれ得ること，主として割引や税優遇によ

り，単なる賃金引き上げより大きい利益が見込まれること等が挙げられる。

　これに対して，デメリットとしては，カフェテリアプランの導入により，

柳屋：ドイツの企業内福利厚生におけるカフェテリアプランと労働法上の諸問題
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 ４０） C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９３０; N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ５４ff.
 ４１） 大企業においてカフェテリアプランの導入が進まない理由として，この点が
あげられている。費用対効果の点で問題があるとの認識が強い。N. Korb, a. a. O.
（Anm. ３）, S. ８５; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. １１.
 ４２） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ８２.
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従前の企業内福利厚生予算が減額される場合のあることが指摘されている。

ただし，こうしたデメリットは，使用者が，カフェテリアプランの導入に

よって単に企業内福利厚生のカットを企図している場合に生じるが，企業

内福利厚生制度を再構築しようとしている事例ではみられない。

Ⅳ　カフェテリアプランの実態

　ドイツのカフェテリアプランの運用実態については，１９９０年代に複数の

小規模な調査がなされているが，近時の状況については，これまでのとこ

ろ調査，分析が十分なされていないようである４３）。これは，ドイツにおい

ては，カフェテリアプランの導入に法制度上の制約があり，対象となる従

業員や職位も限定されるとの評価によっているとみられる。

１　カフェテリアプラン導入企業と適用対象

　まず，カフェテリアプランの産業別の導入状況はどうか。

　ドイツにおいてカフェテリアプランの導入が始まった１９９０年前後の時期

に連邦防衛大学が実施した調査によれば，産業別のカフェテリアプランの

導入は，自動車やコンピューターの業界で頻度が高く，その他，銀行，保

険，コンサルティング業界でもみられたとされている４４）。

　また，企業規模の点でみると，賃金モデルの選択や組み換えについて大

企業より中小企業の方が柔軟であるところから，中小企業で多く導入され

ている。特に，中規模の企業では，それまで従業員に広範な福利厚生給付

─　　─40５６５（５６５）

 ４３） 導入企業や適用対象従業員に対する個別の調査やアンケート調査が散見され
る程度であり，実施時期も１９９０年代に集中しており，データがかなり古い。M. 
Neu, a. a. O.（Anm. １）, S. ５３ff; D. Wagner, Erfahrungen mit Cafeteria - Modellen, 
Personalwirtschaft, １９９０, ２３ff.; derselbe, Cafeteria-Modelle in der Unternehmen-
spraxis, Personalwirtschaft, １９９３, S. ５３ff.; N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, ２００８, S. １５３ff.
（１６４）. N. Korbによる調査は，８つの異なる産業の８人の従業員に対するインタ
ビュー調査である。

 ４４） D. Wagner, Personalfuehrung, １９９１, S. ４５.



を提供していなかったとの理由で，従業員個々の希望を考慮して企業内福

利厚生給付の柔軟性を確保することが必要となったとされている４５）。他方，

大企業では，カフェテリアプランを費用対効果の点で懐疑的にみる例が少

なくないといわれる４６）。

　さらに，カフェテリアプランの適用対象となる従業員の範囲については，

管理職に限定する事例が多い４７）。そうした傾向を支持する学説も少なくな

い４８）。その理由として，対象が限定されて，カフェテリアプランの管理の

手間や経費の負担が軽いことが挙げられる。また，管理職には高額の収入

があり，税の累進性が高いために，カフェテリアプランの適用に伴う税制

上のメリットが大きい点も挙げられる。しかし，何よりも，カフェテリア

プランの導入につき必要となる契約変更において，上級管理職については

労働協約の適用範囲外とされたり，事業所従業員会の関与が除外されるた

めに（事業所組織法５条３項），その賃金構造の変更が比較的容易である点

が重要である４９）。

２　選択メニューの種類と規模

　次に，ドイツにおいて，カフェテリアプランの選択メニューとして，ど

のような給付が設定されているかであるが，詳細な実態調査はない。ただ

し，先に挙げた連邦防衛大学による調査では，選択メニュー自体について

は，従前の企業内福利厚生給付の種類５０）と大差なく，その再構成にとどま

るとされている。

　これまで学説においてカフェテリアプランの選択メニューの候補として
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 ４５） C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９３４.
 ４６） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ８５; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ９７.
 ４７） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１８.
 ４８） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７５; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ８６.
 ４９） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１８.
 ５０） 従前の福利厚生給付の内容については，拙稿「ドイツにおける企業内福利厚
生の法的類型と実態」法と政治５９巻３号（２００８）５頁以下を参照のこと。 →
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提案されている制度は，表１に示すとおりである５１）。ここに挙げられてい

る選択メニューが実態としてもほぼ利用されていると考えられる。

　表１によると，ドイツのカフェテリアプランの選択メニューの範囲は，

アメリカやわが国に比べて相当に広いといえる。また，メニューの種類と

いう点では，アメリカでは，医療給付や損害保険等の社会保険に関わる保

険料分その他の給付，老齢介護扶助が主要なメニューとなっている。これ

に対して，ドイツでは，これらに加えて，柔軟な労働時間ルールを可能に

─　　─42５６３（５６３）

 ５１） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４１; N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. 
４８; M. Neu, a. a. O.（Anm. １）, S. ３６. この分類とは異なる分類で，選択メニュー
を想定する論考もある。C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. ９３１.

表１　カフェテリアプランの選択メニュー

・上乗せ休暇　　・職業訓練・教育訓練休暇
・長期休暇　　・週・年間・生涯労働時間の短縮
・長期労働時間口座（超過労働時間の累積に対応して有給休暇等を付
与する制度）　　・労働時間と報酬の代替

①時間関連

・有給休暇手当，クルスマス手当等の形式による特別給付
・保養補助　　・利益参加（Gewinnbeteiligung）
・貯蓄基金（Sparfonds）　　・財産性のある給付
・使用者貸付　　・株式購入，株式貯蓄企画，ストックオプション
・レストラン利用券，食事券　　・ベビーシッター補助

②金銭給付

・老齢追加扶助，上乗せ退職金，老齢扶助の追加企画
・廃失保険　　・追加加入の民間疾病保険（日額，病院）
・生命保険　　・災害扶助　　・賠償責任保険（Haftpflicht）
・家屋・家財保険

③リスク扶助

・ジョブチケット（定期券）　　・民間・公共交通機関の利用料補助
・社用車の私的利用　　・自動車車体保険
・私用目的のレンタカー　　・カーシェアリング　　・駐車場利用

④移動関連

・健康関連サービス　　・社員食堂，レストラン
・社宅，保養所　　・文化施設（劇場等），スポーツジム
・テニス場回数券　　・社員価格販売　　・携帯電話
・ノートブック　　・ソフトウエア　　・クリーニング
・買い物用ボックス（shopping box）

⑤現物給付



するメニューや賃金構成要素と等価値の労働時間に転換するメニュー（表

１①）等も用意されている５２）。労働時間や賃金関連の事項で，わが国では

重要な労働条件として福利厚生とは区別される労働条件も選択メニューに

取り込まれたりしている。

Ⅴ　カフェテリアプランに対する労働法規範による規整

　ドイツのカフェテリアプランについて，労働法規範との間でどのような

規整関係に立っているのかを概観しておこう。ドイツの労働法規範という

場合，各種労働立法，労働協約，事業所協定，個別合意等を挙げることが

できる。これら規範による規整関係について，わが国への示唆との関係で，

主として次の５つの視点からその状況を明らかにしておこう。（１）賃金性

と労働立法規整，（２）給付請求の根拠としての労働法規範の態様，（３）集

団的労働法規範と制限的規整，（４）平等取扱原則による規整，（５）情報提

供・周知義務による規整である。

１　賃金性と労働立法規整

　⑴　選択メニューの賃金性

　わが国においては，賃金と福利厚生給付とは概念的には区別されている

が，現実の取り扱いにおいては，その区別はむしろ曖昧なものとなってい

る。賞与等，本来は福利厚生給付である給付が賃金として労基法等の規制

の対象とされている５３）。本来の概念上の区別と政策的な区別が必ずしも一

致していない状況がある。

　ドイツにおいては，労務管理論や労働法の分野の学説においては，カフェ

テリアプランの選択メニューとなる給付は，「変動報酬５４）（variable 
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 ５２） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. １６５.
 ５３） この点については，拙稿「福利厚生と労働法上の諸問題」日本労働研究雑誌
５６４号（２００７）３２頁以下を参照のこと。

 ５４） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４２; C. Wolf, a. a. O.（Anm. １２）, S. 
９２８ff.
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Vergütung）」，「付加給付５５）」，あるいは「賃金構成要素ないし企業内社会的

給付５６）」にあたると説明されてきた。これらの説明は，カフェテリアプラ

ンの選択メニューには，労働の対価として賃金性の認められる給付と福利

厚生としての給付とが混在し得るとの理解が前提となっている。わが国に

おいては，カフェテリアプランの下で提供される給付は，賃金とは区別さ

れる福利厚生給付（ドイツでいわれる企業内社会的給付５７））に限定されて

いる５８）。ドイツのカフェテリアプランは，選択メニューに賃金性の認めら

れる給付を含む，より広い給付の集合体として捉えられている点で特徴的

であるといえる。

　⑵　選択メニューに対する賃金規整

　では，カフェテリアプランの選択メニューに賃金性のある給付が含まれ

る場合，賃金に関する規整を定めた労働立法による規整関係は，どのよう

に説明されることになるのかが問題となる。

　先の選択メニュー一覧（表１）からも分かるように，ドイツのカフェテ

リアプランでも，わが国と同様に，選択メニューに現物給付が含まれるこ

とが稀ではない。社員食堂や社宅の提供等がその例である。現物給付に関

しては，賃金保護を趣旨として制定された営業法（Gewerbeordung）の規

定の適用の有無が問題となる５９）。同法は，就労に対する対価としての賃金

につき現金支払を確保し，商品の掛売り（Kreditierung）を防止すること等

─　　─44５６１（５６１）

 ５５） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４２. Wagner und Langemeyer, 
Personalwirtschaft, S. ５３ff.

 ５６） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４２; RKW-Handbuch, Personal- 
planung, ２. Aufl. １９９０, S. ４１６.

 ５７） ドイツの企業内福利厚生一般の実態については，前掲拙稿（注５０）１頁以下を
参照のこと。

 ５８） わが国のカフェテリアプランの実態については，前掲拙稿（注７）７７頁以下を
参照のこと。

 ５９） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５; Münchener Handbuch, Arbeitsrecht, 
Bd. １（３. Aufl.）, ２００９, S. １０２２ff., １０７０ff.



を定めている６０）。

　具体的には，営業法１０７条１項が，賃金は通貨であるユーロで計算のうえ，

ユーロで支払われねばならない旨を定める。生産物で賃金を支払う現物支

給方式を意味する，いわゆるトラックシステムの禁止（Truck-Verbot）であ

る６１）。同法の旧規定（旧１１５条１項）では，現金に代わる現物支給の可否に

ついての定めがなかったため，この点につき議論があった。旧規定当時の

通説は，旧規定は，合意された賃金の支払を現物支給によることを禁止す

るにとどまり，賃金の一部を現物支給によることの合意まで禁止するもの

ではないと解していた６２）。旧規定の趣旨について，通説は，労働者と使用

者との交渉力の差によって賃金の減少を強制されるリスクから，従業員を

保護するにとどまると説明してきた６３）。こうした通説の当否を明確化する

ために，２００３年に改正された現行営業法では，１０７条２項で，現物支給を報

酬の一部として合意することについて，従業員の利益ないし労働関係の性

質に合致する場合に限り許されることを明定した（同項第１文）。ただし，

合意による現物支給が許されるのは，手取報酬額の３分の１（差押可能相

当額）を超えてはならないことが併せて定められている（同項第５文）。

　営業法による賃金保護については，さらに，同法１０７条２項が，使用者に

よる従業員への商品の掛売りを禁止している（同項第２文）。この規定は，

商品の代金返済債務を労働者に負わせることで，労働者の従属的状況を増

強させることを回避する趣旨であるとされている。この規定によって，ト

ラックシステムの禁止を定める同条１項の適用回避の防止が図られてい

る６４）。ただし，掛売りの禁止は，明示に別段の合意がなされない限り動産
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 ６０） 営業法は，労働保護につき定めた部分（第７編第１節１０５条以下）については，
公務員を除いてすべての労働者を適用対象としている（同法６条２項）。

 ６１） Vgl. Münchener Handbuch, a. a. O.（Anm. ５９）, S. １０７０f., Bd. ２（３. Aufl.）, ２００９, 
S. １９６９f.

 ６２） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.
 ６３） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.
 ６４） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.; Münchener Handbuch, a. a. O.
（Anm. ５９）, S. １０７０f.
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のみに適用があるとされ，不動産販売には及ばないと解されている６５）。ま

た，使用者は，従業員との合意で，商品の平均的原価以下であれば，代金

を賃金から控除することを前提に商品を譲渡することも許される（ただし，

商品は中程度のレベルの商品である必要がある（同項第３文））。しかも，

その額は，現物支給の場合と同様に，手取報酬額の３分の１を超えないこ

とを要する旨定められている（同項第５文）。

　カフェテリアプランにおいては，賃金の一部を現物給付に代える選択メ

ニューの設定がなされる（表１⑤）。この設定は，賃金転換（Lohnver-

wendung）合意に基づくことになるとされている。こうした合意自体の効

力が，営業法１０７条２項との関係でどう判断されるかが問題となる。この点

について，そうした合意自体は原則的に１０７条２項が定める限度で許される

と解されている６６）。ただし，そうした合意は，ただちに賃金請求権の一部

を他の給付に転換させるのではなく，従業員が他の給付を選択した場合に

は，賃金請求をしない旨の債務を負うに留まると解する学説もある。同条

により許される賃金転換合意には，賃金の一部を企業内老齢扶助や私的な

追加的疾病保険のための給付等に転換する場合も含まれると解されている６７）。

２　請求根拠としての労働法規範６８）

　従業員がカフェテリアプランを利用するためには，選択メニューに対す

る法的な利用根拠（請求根拠）の存在が前提となる。その利用根拠として，

まず，労働協約および事業所協定での定めが挙げられる。また，労働法上

の平等取扱原則も利用根拠となり得る。個別の労働契約に根拠がある場合

については，採用時の合意や採用後の変更合意等がなされる場合があげら

─　　─46５５９（５５９）

 ６５） Vgl. Münchener Handbuch, a. a. O.（Anm. ５９）, S. １０７０f.
 ６６） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５; vgl. Münchener Handbuch, a. a. O.
（Anm. ５９）, S. １０７１.

 ６７） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.
 ６８） この点については，ドイツの福利厚生給付一般の法的根拠について検討した
前掲拙稿（注５０）８９６頁以下を参照のこと。



れる。

　その他，使用者によって一方的に設定された一般的取引（労働）条件

（Allgemeine Geschäfts（Arbeits）bedingungen）や 一 般 的 約 束

（Gesamtzusage），労使慣行も利用根拠となり得る。さらに，使用者と事業

所従業員会とが事業所協定の締結までには至らなかったが，双方が合意に

達したことで認められる規律合意（Regelungsabrede）も利用根拠となる６９）。

これら一般的取引条件等については，使用者と個々の従業員との労働契約

関係に転化して初めて拘束力を持つことになると解されている７０）。

３　集団的労働法規範と制限的規整

　周知のとおり，ドイツの集団的労働法規整は，労働協約と事業所協定の

二重構造にある点に特徴がある。この特徴による影響がカフェテリアプラ

ンにおいては明確となる。「はじめに」においても述べたとおり，ドイツ

においては，集団的労働法規範が，カフェテリアプランの法的枠組みを大

枠の部分で規定している７１）。それが，カフェテリアプランについての労働

法上の導入に決定的な影響を与えている７２）。端的には，カフェテリアプラ

ンの導入にとり制約的に作用しているのである７３）。その主要な制約は，労

働協約法および事業所組織法によるものである７４）。

　⑴　労働協約法理による制限的規整

　ドイツにおいても，わが国と同様，労働協約（協約）は，協約当事者の

労働関係に直律的，強行的に効力を及ぼす（労働協約法（TarifvertragsG, 
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 ６９） 規律合意の概念や効力については，ひとまず G. Schaub, Arbeitsrechts- Hand-
buch, ２００９, １３. Aufl., S. ２２３４f.

 ７０） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４３.
 ７１） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ６６.
 ７２） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ６６.
 ７３） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１３f.; N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ８４f., 
Abb. ９; J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４１.

 ７４） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ６６; U. Lichius, a. a. O.（Anm. １）, S. ８１ff.
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TVG）４条）。通常，労働協約に定められるものとされ，そうした効力を

及ぼす協約事項のうち，賃金，付加給付（Zulagen），労働時間，休暇等は，

カフェテリアプランの選択メニューとなり得る。これらの協約事項がカ

フェテリアプランの選択メニューとなった場合，場合によっては，選択利

用がなされないままに終わることもあり得る。あるいは，例えば，労働協

約所定の賃金の一部が，カフェテリアプラン導入によって，現物支給や追

加的休息時間といったメニューに転換されることもあり得る。これらの場

合には，協約所定の内容が履行されないことになる。このことは，協約適

用従業員が協約所定の権利（請求権）を放棄することを意味する。この場

合，労働協約法４条４項１号によって，協約当事者の合意があれば許され

る。しかし，合意がない場合には，労働協約法４条３項が定める解放条項

（Öffnungsklauseln）が協約中に存在するか，有利性原則（Günstichkeit-

sprinzip）の適用がなされなければ許されない７５）。ドイツのこうした労働協

約法理が，カフェテリアプランの導入や運用にあたり大きな制約となって

いる。

　こうした制約の存在で，ドイツでは，協約の適用を受ける労働者のため

に，カフェテリアプランの中に協約上の給付を選択メニューに含めること

は限定的にしか可能ではないと理解されている７６）。

　例えば，協約に解放条項を定めることは，現実には，旧東ドイツ地域で

みられるが，旧西ドイツ地域では稀である。企業横断的な労働組合団体が

賃金形成に関して労働協約による独占的な決定権を保持しようとしてきた

ことによる。そのため，労働組合団体レベルでも解放の方向につき検討が

試みられてきたが，解放条項を拡大する方向での進展がない状況である７７）。

　他方，有利性原則は，協約適用のある従業員にとってより有利な内容で

─　　─48５５７（５５７）

 ７５） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１７.
 ７６） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７２.
 ７７） 例えば，ドイツ職員労働組合（DAG）が，１９９３年にカフェテリアプランに対
応するべく協約政策につき検討を行っている。ただし，一般的開放は歓迎してい →



あれば協約とは異なる内容の個別合意が可能となるとする原則である。こ

の原則の適用について，一つの協約の中の複数の協約規定が相互に関連す

る場合には，関連する協約規定の相互関係が考慮されなければならないと

されている７８）。また，協約所定の賃金構成部分をカフェテリアプランの選

択メニューに転換する際の有利性比較については，個別事例ごとの比較が

必要となる（個別比較原則（Grundsatz des Individualvergleich））。比較に

あたっては，選択メニューへの転換が引き起こす経済的なプラスとマイナ

スのすべてが考慮されなければならないとされている７９）。有利か不利かの

判断は容易ではない。

　例えば，協約上の賃金構成部分を税金のかかる現物給付に転換する場合，

従業員がこの給付を割安に受け取れる場合にのみ有利
・ ・
と判断される。さら

に，労働時間と報酬とを転換する事例では，例えば，協約上の賃金構成部

分，特に一回的な手当に代えて労働時間の短縮を選択できるかについて，

協約上の労働時間規制との関係で有利性の有無の判断につき議論が多い８０）。

肯定学説には，カフェテリアプランの下で，報酬請求権に代えて労働時間

の短縮を選択できるとすることは，「週労働時間の短縮」という，労組の

協約政策上の目的に反しないから有利とみるべきであるとしている。この

見解による場合でも，カフェテリアプランに限らず，有利性原則の下で革

新的な労働時間モデルを導入することにほとんど実現可能性はないとみら
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ない。ドイツ労働組合総同盟（DGB）も，同時期，商業・銀行・保険業労働組合
（HBV）協約につき選択可能性の実現を求めて労働時間と賃金についてのメニュー
を議論している。また，解放条項を立法上で明文化せよとの要請は，１９９４年に初
めて，政府のいわゆる独占委員会（Monopolkommission）の専門家意見の中に盛
られた。ただし，こうした要請は，政府に受け入れられるところとなっていない。
協約上の開放についてのこうしたこれまでの動向が，今後，協約上の給付がフレ
キシブルに形成される方向に向かうかどうかは不確かである。U. Lichius, a. a. O.
（Anm. １）, S. ８３; N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７２.

 ７８） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１７; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. 
２０１０f.

 ７９） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１７.
 ８０） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１７; N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, ２００８, S. ７３.

→
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れている８１）。そのため，カフェテリアプランの選択メニューの中に，協約

上の給付を取り込むためには，解放条項によることの方がより適切である

との指摘すらある８２）。

　⑵　事業所協定等による制限的規整

　企業内福利厚生は，事業所ごとの特殊性に対応すべく設定されるのが通

例である。そのため，ドイツでは，企業内福利厚生は，産業別や職業別の

労働協約よりも事業所協定による規制に適している。しかし，労働協約の

適用のある事業所にあっては，①協約当事者が，協約に定めがあるか協約

で定めることが通例である事項につき，協約を補完する事業所協定の締結

を認める決定条項（事業所組織法７７条３項２文）ないし解放条項を協約の

中に置くか場合か，②事業所組織法８７条１項が定める事項か協約で定める

ことが通例でない事項で協約に定めがない場合でなければ，事業所独自の

柔軟な共同決定は許されない（事業所協定は無効となる）８３）。①②のいずれ

かに該当し協約による縛りがなく使用者に処分の委ねられた資産の範囲内

でのみ，事業所独自の企業内福利厚生を事業所協定に定めることが可能に

なるにすぎない８４）。こうした理解は，BAG判決によると，企業内手当

（betriebliche Zulagen）すべてに原則として妥当する８５）。ただし，例えば，

協約が労働時間対応の賃金のみを規制する場合には，企業内の手当（Leis-

tungszulagen）や従業員の特別な苦境に対する企業独自の手当

（Lärmzulage）に協約の適用はない。事業所協定による独自の規制が可能と

なる。

　なお，以上のことは，事業所協定だけでなく，「規律合意」や「労働契約

上の統一的規制」にも妥当するか否かについて，学説・判例に見解の対立
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 ８１） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１８.
 ８２） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７３.
 ８３） G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. ２２２１ff.
 ８４） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１８; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. ２２９９.
 ８５） BAG v. ９. １２. １９９７, BB１９９８, S. ９０４.



がある８６）。

　こうした法的規整関係の下で，事業所協定による規制が許される事項に

ついて，事業所従業員会がその決定過程にどこまで関与が可能かは，２つ

の観点から判断される。すなわち，カフェテリアプランが社会的措置（Soz-

ialeinrichten）（事業所組織法８７条１項８号）として導入されるのか，それ以

外（同１０号）かという点と，提供される個々の選択メニューの性質がどう

かの点とである。

　まず，最初の点であるが，事業所組織法８７条１項８号にいう「社会的措

置」とは，一定の社会的目的のために，物的・金銭的財産を継続的に独立

させ，そのために特別の管理運営が必要な場合をいうとされている８７）。社

員食堂，社宅，託児所，老人ホーム，保養所，年金基金等が例示されてい

る。

　カフェテリアプランが「社会的措置」として制度化される場合には，事

業所従業員会の共同決定権は，その「形式，設置，管理運営」の確定に限

定される。それ以外の，例えば，カフェテリアプランの対象となる従業員

の範囲や選択メニューの種類等についての共同決定の可能性は否定される。

使用者が一方的にカフェテリアプランの目的，人的適用範囲，制度の改廃

について決定できることになる。「社会的措置」としてのカフェテリアプ

ランについては，事業所従業員会の主導権がないということである。そし

て，事業所従業員会は，カフェテリアプランの設計・変更への関与を将来

にわたって部分的ないし完全に否定されることになる。

　とはいえ，カフェテリアプランを「社会的措置」として創設する考え方
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 ８６） 肯定的な連邦労働裁判所（BAG）判例として，BAG v. ９. １２. １９９７, NZA １９９８, 
S. ６６１. 肯定的学説として，Münchener Handbuch, Bd. ２, ２００９, S. ９００, RdN. ６９. こ
れに対して，否定的見解を示す判例として，BAG v. ２１. １. ２００３, NZA２００３, S. １０９７. 
学説として，G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. ２２２４f.

 ８７） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４６; Münchener Handbuch, a. a. O.
（Anm. ５９）, S. ９９１f.; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. ２２９２ff.
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は，学説の提案としてはある８８）が，カフェテリア制度の形式には適合しに

くく，現実にはその事例はほとんどないとされている８９）。

　これに対して，カフェテリアプランを「社会的措置」としてではなく導

入する場合についてはどうか。事業所組織法８７条１項１０号が，共同決定義

務が生じると定める賃金（Lohn）には，使用者による金銭ないし金銭価値

のある給付すべてが含まれると解されている９０）。使用者による任意の社会

的給付も含まれる９１）。カフェテリアプランの導入は，同号にいう「新しい

賃金支払方法の導入・適用」に該当し，その変更も含めて使用者に事業所

従業員会との共同決定義務が生じる９２）。BAG判決９３）によると，同号が定め

る事項を対象とした共同決定義務は，賃金の構造形式，賃金算定の基礎，

その都度の賃金支払制度の整備，賃金支払制度を構成する要素の確定が対

象となるとされる。あるいは，給付請求，個々の従業員への配分および給

付額の差別化のための各基準についても共同決定義務が生じる。ただし，

支配的学説では，共同決定権は賃金額自体には及ばないとされている９４）。

出来高払制度はその例外である（法８７条１項１１号）。ただし，出来高払制度

は，カフェテリアプランにおいては通例みられない９５）。

　ところで，事業所協定によって定められた部分は，事業所組織法７７条４

項１文によって，個々の労働契約に対して，原則として直律的で強行的効
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 ８８） G. Popp, Mitbestimmung bei Ausgestaltung und Einführung von Cafeteria-System, 
BB１９９４, １１４１f.

 ８９） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４６.
 ９０） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１８; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. 
２２９６ f.; Münchener Handbuch, Bd. ２, S. １００７; BAG１０. ６. １９８６, NZA１９８７, S. ３０.

 ９１） Münchener Handbuch, Bd. ２, S. １００９, RdNr. １５ff.
 ９２） Münchener Handbuch, Bd. ２, S. １００８, RdNr. ９.
 ９３） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４６.
 ９４） Münchener Handbuch, Bd. ２, S. １００６, RdNr. ４. ただし，出来高払制度はその例
外である（法８７条１項１１号）。とはいえ，出来高払制度は，カフェテリアプランに
おいては通例みられない。J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４６.

 ９５） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４６.



力を有する。また，労働協約と同様に，解放条項に関するルールと有利性

原則の適用がある９６）。

　以上のとおり，ドイツのカフェテリアプランは，労働協約法理による先

のような制約的規制の下にあることから，今日まで，使用者による任意の

社会的給付に主として限定されてきたとされる９７）。それでも，任意の社会

的給付も，追加的な賃金構成部分も，先に述べたルールの下で事業所レベ

ルの共同決定に服する９８）。ただし，その「任意性」の故に，その財源，目

的，対象従業員の範囲については，事業所従業員会は共同決定権を持たな

い９９）。使用者がこれらを決定するのである。事業所従業員会の共同決定権

の対象は，決定されたこれらの事項の枠内での配分ルールに限定される。

したがって，事業所協定では，カフェテリアプランの選択メニューの選択

方法についても細則策定レベルでの関与が可能になるに留まるとされてい

る１００）。

　ところで，法定および法定外を含む福利厚生給付一般の利用根拠は，時

期によって多少の変動があるものの，概ね，事業所協定によるものが全体

の２５％，法律規定によるものが３０％，労働協約によるものが３５％，残りの

１０％は使用者の自由裁量による任意のものとされている。そのため，協約

適用のある従業員にとっても，カフェテリアプランの活用範囲が，既存の

事業所協定と関連づけることで拡大することが指摘されている１０１）。しかし，

任意の社会的給付を通じて，カフェテリアプランの中で賃金や労働時間の

構成部分を形成する余地が十分にあるのかどうかについての評価は様々で

ある１０２）。また，任意の社会的給付の活用については，後退傾向すらあるこ
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 ９６） Münchener Handbuch, Bd. ２, S. ９１０, RdNr. ２４ff.
 ９７） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７３.
 ９８） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７６f.
 ９９） G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. ２２９９, RdNr. １０１.
１００） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１８.
１０１） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７３.
１０２） Vgl. N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ８５.

５５２（５５２）
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とが指摘されている１０３）。

４　平等取扱原則による規整

　⑴　合理的理由の有無の判断

　ドイツ労働法においても，募集・採用の場面や職場において，平等取扱

原則の適用が定められている。近時の人事政策の個別化傾向の下では，平

等取扱いの考え方が，特別に重要な意味を持ち得ることが指摘されてい

る１０４）。カフェテリアプランの特徴が，企業内福利厚生の個別化にあること

は既に述べた（Ⅱ２）。その意味で，カフェテリアプランに対する平等原則

による規整は，先の指摘が一層妥当するということができる。

　さらに，既述のとおり（Ⅴ３（２）），使用者による任意の社会的給付につ

いては，事業所従業員会の共同決定権が限定されると解されている。その

点からも，労働法上の平等取扱原則が特別の意味を持ってくるといえる１０５）。

これは，この原則の適用が，これまでドイツでは，任意ないし付加的な事

業場内の社会的給付への適用から始ったことからもうかがえる１０６）。事実，

平等取扱原則が，ドイツのカフェテリアプランの導入・運用についても中

心的役割を果たしてきている。また，個別の立法による不利益取扱の禁止

も適用になる。例えば，事業所内での不利益取扱の禁止（事業所組織法７５

条１項），パート労働者や有期雇用労働者に対する不利益取扱の禁止（パー

ト・有期雇用法（TzBfG）４条），比較的最近では，職場における一般的な

不利益取扱の禁止（一般平等法（allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

（AGG））２条）等が挙げられる。

　平等取扱原則については，いうまでもなく，結果の絶対的な平等を要請

するものではない。従業員ごとに格差のある給付についても，給付目的に
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１０３） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ３０５.
１０４） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１６.
１０５） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１６.
１０６） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ６７f.; Münchener Handbuch, Bd. １, S. ８８, RdNr. １５.

５５１（５５１）



合理的理由ありとされれば，この原則に反しない１０７）。どのような事情があ

れば，従業員間の同一でない取扱いでも平等取扱要請に反しないのかが重

要な意味を持つ。

　合理的理由のある格差とされる例には，企業にとり重要な従業員集団を

企業に繋ぎとめるために，幹部職員を優遇する事例１０８），企業内老齢扶助に

ついて，管理職を優遇する事例が挙げられる。ドイツのカフェテリアプラ

ンは，適用対象を幹部職員に限定して制度設計がされる傾向があるので，

この点は重要な意味を持っている。その他，カフェテリアプランの選択メ

ニューの選択幅を賃金額の多寡を基準に決定する事例，企業への帰属性を

高めるために，企業にとり特に重要な従業員集団向けにより高額なクリス

マス手当を支給する事例等が挙げられる。

　他方，合理的理由がないとされる例としては，長期の病気休職期間を理

由に特別給付額に格差を設ける事例１０９），ブルーカラーとホワイトカラーと

で異なる支給率による高額の特別給付を支給する事例１１０），ブルーカラーと

ホワイトカラーの違いのみを理由とする，クリスマス賞与についての格差

を設ける事例，パート従業員を排除するために，事業内老齢扶助の対象と

なるパート従業員の限定する事例等が挙げられてきた。フルタイム従業員

とパート従業員の格差について，BAG判決では，給付目的が，比例支給を

も排除することを正当化できる場合にのみ許されるとされている１１１）。した

がって，カフェテリアプランでは，例えば，年収の一定割合をカフェテリ
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１０７） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１６; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. 
１１５７ff.

１０８） 本文で挙げた例については，vgl. N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ６９ Abb. ４; H. 
W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１６.

１０９） ただし，この判断は，賃金性のある給付についてのものと解される。賃金性
のない任意の給付については，賃金継続払法４条ａ第１文が定めるとおり，休職
中の者につき一定の限度で給付の減額が許される。Münchener Handbuch, Bd. １, 
S. ９４., RdNr. ４６.

１１０） Vgl. N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ６９ Abb. ４.
１１１） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１６.

５５０（５５０）
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アプランの給付に充てるか職階に従ってグループ分けすることで，報酬に

カフェテリアプランの給付分を連動させることができる。これに対して，

就業時間の長さだけに依拠したグループ化は，許されないとされている１１２）。

　⑵　間接差別禁止の法理

　ところで，ドイツにおいては，平等取扱原則は，直接差別に対してだけ

でなく，間接差別にも広く適用がある１１３）。この間接差別禁止の法理は，女

性パートタイム従業員に対する企業内老齢扶助等についての不利益取扱問

題に関して，欧州裁判所と BAGの判決によって１９８０年代に確立された１１４）。

その後，差別禁止理由は性別以外の事由に拡大され，差別禁止事項も，他

の賃金構成部分や契約条件等に拡大され，２００６年には，一般平等取扱法に

おいて明文による禁止の対象とされている（同法３条２項，７条）１１５）。

　間接差別の法理に反するかどうかについては，異別の取扱に客観的理由

（sachlicher Grund）が認められるかどうかによる１１６）。例えば，カフェテリ

アプラン用の資金設定１１７）に関してみると，上級管理職員にカフェテリアプ

ランの適用対象を限定して，このグループに資金を特別に設定する処理も，

上級管理職員に女性が少ないとしても許される。他方，カフェテリアプラ

ンの選択メニューの配分額が月収を基準に設定される場合，女性の多い
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１１２） パート従業員に対する差別を禁止した旧就業促進法（Beschäftigungs- 
förderungsG）２条１項の解釈に基づく判断であるが，同規定を継承したパート・
有期雇用法４条の下でも同様の判断がなされるものと考えられる。H. W. Mölder, 
a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１６.

１１３） Vgl. N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ６９; Müller-Glöge, Preis, Schmidt, Erfuhrter 
Kommentar zum Arbeitsrecht, １０. Aufl.（２０１０）, S. １９３ff.; G. Schaub, a. a. O.
（Anm. ６９）, S. ２３７, １６７５f.

１１４） EuGH v. １３. ５. １９８６, AP Nr. １０ zu Art. １１９ EWG –Vertrag; BAG v. １４. １０. １９８６, 
AP Nr. １１ zu Art. １１９ EWG –Vertrag; vgl. H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１６.

１１５） Vgl. Rust, Falke, AGG, ２００７, S. ３０５ff.; U. W. Schröder, A. Stein, Allgemeine 
Gleich- behandlungsgesetz, ２００８, S. １２１ff.

１１６） 客観的な理由には，正当な目的とこれを実現するために適切で必要な手段の
存在が求められる。U. W. Schröder, A. Stein, a. a. O.（Anm. １１５）, S. １２１.

１１７） BAG v. １１. １１. １９８６, DB１９８７, S. ９９４.

５４９（５４９）



パート従業員に，労務給付の範囲に対応したカフェテリアプランの予算を

配分することも許される。

　さらに，カフェテリアプランの特定の選択メニューについてみると，

パート従業員が選択可能性を持たないか利用が限定されている場合には，

その選択メニューの特殊性からそうした取扱いの正当性が根拠づけられな

ければならない。例えば，私的利用のためのレンタカー補助は一定額以上

で意味があるところから，パート従業員については，配分予算が一定額以

上にならない場合には利用可能性は制限されることになるので，選択メ

ニューから外す客観的理由が認められる。また，労働時間設定に関する自

由裁量も，パート従業員には限定的となる。例えば，労働時間の短縮は，

パート従業員についてはカフェテリアプランの選択メニューからの排除が

許される。あるいは，カフェテリアプランの選択メニューを特定の従業員

（例えば，管理職）グループに限定することは，女性従業員数がこのグルー

プでは少数であっても許されるとされている等である１１８）。

５　情報提供・周知義務による規整

　カフェテリアプランの導入にあたっては，使用者の側に情報提供・周知

の義務が生じると解されている。労働者は，使用者に対して，賃金の計算

と構成部分についての説明を求めることができることを定めた事業所組織

法８２条２項がその根拠として挙げられる１１９）。そして，カフェテリアプラン

の導入に関しては，使用者は，この定めよりも広範な情報提供義務および

周知義務の履行を求められると解されている１２０）。カフェテリアプランのよ

うな複雑な制度については，適用対象となる従業員の理解が進まないこと

柳屋：ドイツの企業内福利厚生におけるカフェテリアプランと労働法上の諸問題
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１１８） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７０ Abb. ５; H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. 
２１６.

１１９） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４６; vgl. Müller-Glöge, Preis, 
Schmidt, a. a. O.（Anm. １１６）, S. １１４２f.; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. ２２５９f.; 
Münchener Handbuch, Bd. １, S. ８７９ff., RdNr. ５ff.

１２０） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ７０.

５４８（５４８）
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が多く，これらの義務は十分に果たされる必要がある。

　例えば，BAG判例１２１）にも，使用者は，公勤務における追加扶助の場合

のような特別の報酬形態について，労働関係の開始時，場合によっては，

その後一定の期間（Ausschlussfrist）経過前に，情報提供義務を果たさなけ

ればならないとするものがある。ただし，この義務の履行にあたっては，

使用者は，労働者からの質問に自ら返答する必要はなく，権限ある情報提

供者を示せばよい。ただし，一端回答すれば，その回答内容には当然，責

任を負うことになるとされている。

Ⅵ　カフェテリアプランの導入・運用等をめぐる労働法上の諸問題

　ドイツにおけるカフェテリアプランをめぐる労働法上の諸問題について

は，大きく分けて，（１）カフェテリアプランの導入，運用をめぐる問題と，

（２）個別の選択メニューをめぐる問題とから成る。個別の選択メニューを

めぐる問題は，従前の企業内福利厚生における個々の給付をめぐる問題と

共通する場合が多い。従前の企業内福利厚生の個々の給付をめぐる問題に

ついては，法解釈や解決手法が確立されているものもある。カフェテリア

プランの個別の選択メニューをめぐる問題は，こうした法解釈や解決手法

を参考に解決策を考えることになる。その場合でも，カフェテリアプラン

の特殊性が適切に考慮されなければならないとされている。

１　制度の導入，運用をめぐる問題

　⑴　カフェテリアプラン導入による報酬構成部分の廃止と給付請求権

　カフェテリアプランの導入に際しては，従前の賃金構成部分を選択メ

ニューの中に取り込んだり，財源確保等の目的で，これを廃止することが

通例なされる。

　労働協約や事業所協定によって導入された給付を，カフェテリアプラン
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１２１） Vgl. H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１７.

５４７（５４７）



の導入にあたり，労働協約や事業所協定の改訂によって選択メニューに組

み込んだり，廃止したりすることは，いうまでもなく可能である１２２）。

　これに対して，労働協約の適用のない企業で，事業所協定ではなく，個

別の労働契約や企業内の一般的約束や規律合意等によって設定されている

給付を廃止，削減することが可能か否かが問題となる１２３）。例えば，個別の

労働契約や企業内の一般的約束等によって設定されてきた年間ボーナスが

半額カットされ，カット分がカフェテリアプランの財源に用いられる事例

につきどのように考えるかである。BAG判決には，「社会的給付」であれ

ばこれを可能としている１２４）。BAGが挙げる「社会的給付」の概念は必ず

しも明確ではないが，使用者が任意に設定し本来的な労働報酬（労働の対

価）に当たらない給付を意味していると解される。その例として，BAGは，

労働契約上の統一規定に基づくクリスマス手当等を挙げている。ただし，

BAGのいう「社会的給付」に当たる場合でも，当該給付の廃止によって，

新たな給付への移行やその創設で「集団的な有利性比較」によって全体と

して従業員に不利にならないことが必要と解されている１２５）。

　これに対して，年間ボーナスは，労働の対価としての賃金と解されてお

り１２６），「社会的給付」に当たらないことになる。「社会的給付」に当たらな

い以上，個別の労働契約等で設定された年間ボーナスを，カフェテリアプ

ラン導入の目的で，例えば事業所協定によりカットすることはできない１２７）。

労働の対価としての賃金のような請求権や労働時間の長さ，解約告知期間
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１２２） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４４.
１２３） J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. １０）, S. ３４８. 任意の福利厚生給付については，
使用者が法的請求権の根拠を与えるものではないことを明示していた場合（自由
意思の留保（Freiwilligkeitsvorbehalt））には，廃止や変更が許されると解されて
いる。vgl. Münchener Handbuch, Bd. １, S. １４５０, RdNr. ３.

１２４） BAG GS v １６. ９. １９８６ AP １７ zu §７７ BetrVG; v. ２１. ９. １９８９, AiB１９９５, １８０.
１２５） BAG GS v. １６. ９. １９８６ AP １７ zu §７７ BetrVG １９７２. vgl. J. Felix, W. Mache, a. a. 
O.（Anm. １０）, S. ３４８; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. ２２２７f., RdNr. ３７.

１２６） BAGv. ２１. ９. １９８９, AiB１９９５, １８０.
１２７） BAG ２８. ３. ２０００ AP ８３ zu§７７ BetrVG １９７２.

５４６（５４６）



修道法学　３４巻　１号

等の労働関係の内容に関わる事項は，事業所協定による不利益変更が認め

られないとされている。

　⑵　カフェテリアプラン制度の改訂と給付請求権

　カフェテリアプランの改訂においては，従業員に利益をもたらす改訂と，

不利益な改訂とがある。前者については，特に問題は生じない。後者の場

合に検討すべき問題が種々生じ得る。

　不利益改訂の例としては，例えば，労働者個々のカフェテリアプランの

予算が労働者個々の月額給与の一定割合で定められている場合に，その割

合を引き下げたり，選択メニューを縮小する等である。これらの場合につ

いて，カフェテリアプランの利用根拠が労働協約や事業所協定にある場合

には，不利益改訂はこれらを改訂することによって可能である。ただし，

事業所協定の改訂につき事業所従業員会が反対している場合には，手続上，

仲裁委員会の決定によってのみ可能となる（事業所組織法７６条）。

　他方，カフェテリアプランが労働契約上の個別合意によって導入されて

いる場合の不利益改定は，導入時におけると同様に問題となる。まず，特

定の不利益改訂について変更解約告知（解雇制限法（KschG）２条）による

ことの可否が問題となる。カフェテリアプランの改訂は適用従業員すべて

に関わるので，それらすべての労働関係に対して，大量変更解約告知が必

要となる。そのうえ，こうした場合，BAGは，変更解約告知を実施しない

と解雇が避けられなかったことの証明を使用者に求めている１２８）。そうする

と変更解約告知が許される場合は，かなり限定されることになる。そのた

め，通例は，変更解約告知による不利益改訂の実効性は乏しいと分析され

ている。そこで，不利益改訂については，事前に留保取消権（Wider-

rufsrecht）や変更留保（Änderungsvorbehalt）が一般的労働条件や規律合

意等で事前に設定されていれば問題ないとされている１２９）。
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１２８） BAG v. １６. ５. ２００２ zu §２ KschG １９６９. vgl. J. Felix, W. Mache, a. a. O.（Anm. 
１０）, S. ３４４; G. Schaub, a. a. O.（Anm. ６９）, S. １４９０f., RdNr. ３６.

１２９） BAGは，留保取消権については「社会的給付」に限定して認めている。BAG, →

５４５（５４５）



２　選択メニューをめぐる問題１３０）

　⑴　選択メニュー一般に関わる問題

　⒜　メニュー選択権の法的性質

　カフェテリアプランでは，従業員にメニュー選択権が与えられている。

その適用を受ける従業員は，選択メニューの中から自己のニーズにあった

メニューを選択することになる。ドイツでは，この選択権の法的性質につ

いて，次のような説明が試みられている。

　この選択権を，選択債務（Wahlschuld）を定める民法（BGB）２６２条にい

う真正の選択権とする学説である１３１）。この学説が通説となっているかは不

明である。この学説が選択権の根拠とみる民法２６２条によれば，選択権は，

本来，債務者である使用者が行使することになる。しかし，民法２６２条が任

意規定であるところから，カフェテリアプランのメニュー選択権について

は，労使の合意によって，債権者である従業員が行使することに変更され

ているとみることになる。また，カフェテリアプランでは，使用者は，複

数のメニューの履行義務を負うが，民法２６２条によれば，個々の従業員に対

しては，従業員が複数のメニューから選択（特定）したメニューを１つだ

け履行すべき債務を負うことになる。カフェテリアプランでも，そもそも
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GS v. １６. ９. １９８６, AiB１９８６, ２３; BAG v. ２１. ９. １９８９, AiB１９９５, １８０. そして正当な裁量
（billiges Ermessen）かどうかがチェックされる。また，「一般的労働条件（allge-
meinen Arbeitsbedingungen）」の中に定められた場合については，一般的取引条
件につき内容規制（Inhaltskontrolle）によるチェックを定めた民法３０５条以下の適
用がある。vgl. Münchener Handbuch, Bd. １, S. １４５０, RdNr. ４ff. 留保取消権や変更
留保とは別に，メニューが使用者の全くの自由意思により設定されていて，メ
ニュー利用につき何らの法的根拠がないことを明示している場合には，自由意思
の留保（Freiwilligkeitsvorbehalt）として，使用者による一方的なメニューの廃止
や削減が可能とされている。Vgl. Münchener Handbuch, Bd. １, S. ９４０, RdNr. ６ff.; 
S. １４５０, RdNr. ３.

１３０） 本項２での記述は，特に注記しない場合は，主として，N. Korb, a. a. O.
（Anm. ３）, S. ６６ff.; H. W. Mölder, Cafeteria-System, １９９３, S. １４ff.; U. Lichius, a. a. 
O.（Anm. １）, S. ７７ff. によっている。

１３１） 民法２６２条については，ひとまず，椿寿夫・右近健男編『ドイツ債権法総論』
（日本評論社，１９８８）８０頁以下を参照のこと。

→
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は現金報酬が本来の債務として義務づけられる。そこで，従業員が現金報

酬に代えて他のメニューの選択をする行為については，従業員が，所定の

期限までに，現金報酬に代えて，他の事前に設定された選択メニュー（代

用給付）の履行を請求できる代用権（Ersatzungsbefugnis）を行使するとい

う法律構成により説明されている。

　⒝　現金報酬から選択メニューへの変更についての法律構成

　ドイツのカフェテリアプランにおいては，その導入にあたり，従前の現

金報酬の一部をカットして新たな選択メニューの財源に充てる場合や，あ

る選択メニューの利用にあたり，現金報酬との等価変換が条件となってい

る場合等が考えられている。これらの場合について，どのような法律構成

が考えられているのであろうか。いくつかの法律構成の可能性が指摘され

ている。どの説が通説となっているかは不明である。

　まず，契約自由の原則の根拠規定とされる民法３０５条に基づく報酬転換

（Vergütungsumwandlung）合意によるとする法律構成である。この合意に

より，当初の賃金合意の変更は可能である。現金報酬請求権の一部を別の

報酬形式（例えば，現物支給や企業老齢扶助）に報酬転換できる。この場

合，使用者は，民法６１１条による現金報酬ではなく，新たに合意された給付

を義務づけられることになる。ただし，報酬合意が労働協約，事業所協定，

法律，個別労働契約等のどの法形式によりなされたかで，この転換に対す

る制約の度合いが異なる。この点は，すでに「３　集団的労働法規範と制

限的規整」で述べたところである。

　この報酬転換合意構成に対して，報酬利用合意（Verwendungsabrede）

によるとする法律構成も挙げられる。報酬利用合意は，従業員が特定人や

特定の目的のために労働報酬の一部を利用する義務を使用者に対して負う

とする労使の合意である。先に述べた報酬転換合意は，現金報酬請求権を

別の給付に変更するということであるから，報酬額に直接に影響する１３２）。

この報酬利用合意では報酬請求権自体の縮減を伴わない。
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１３２） P. Hanau, U. Becker, Versicherungsrecht, １９８８, S. １０９８.

５４３（５４３）



　さらに，民法３６４条１項が定める代物弁済の規定によるとの法律構成もあ

り得るとされる。従業員が本来の給付である現金報酬に代わって他の給付

を受領することで，現金報酬請求権は消滅する，との法律構成である。

　労使で現金支給に換えて現物支給をメニューとして設定する合意をする

ような場合には，報酬利用合意以外の法律構成によると，既述した営業法

の報酬保護規定による制限の適用が問題となるとされている。

　⑵　個別の選択メニューに関わる問題

　個々の選択メニューについては，カフェテリアプランの導入以前からあ

る企業内福利厚生給付につき問題となってきたものが少なくない。重要な

選択メニューである老齢扶助制度についての議論等はすでに従前の企業内

福利厚生について活発に行われてきた。本稿では，それらのうち，カフェ

テリアプランとの関係で特に問題とされているメニューを取り上げてみよ

う。既述のとおり（表１），ドイツのカフェテリアプランの選択メニューも，

従前の企業内福利厚生と同様にその対象事項の範囲は相当に広い。わが国

では福利厚生とは性質上異なる労働条件として位置づけられている賃金や

労働時間等も含むことが前提となっている１３３）。選択メニューとして，現金

報酬や金銭価値のある給付の他に，特別な労働時間形成やその他の労働条

件について議論されている１３４）。

　⒜　労働時間に関わるメニュー

　まず，労働時間に関わる選択メニューでは，広い意味の労働時間がメ

ニュー化されている。例えば，フルタイム労働からパートタイム労働への

転換や，現金報酬に代わる長期休暇や労働時間の短縮である。

　カフェテリアプランでは，１日，１週，年間の労働時間の短縮をメニュー

として提供することも考えられる。こうしたメニューでは，報酬構成部分

に代えてパートタイム労働という特別の形式の選択メニューの提供もあり
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１３３） 福利厚生と賃金や労働時間の位置づけの相違については，前掲拙稿（注７）
３２頁以下を参照のこと。

１３４） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.
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得ることになる。

　ただし，現実には，こうしたメニューよりも長期休暇メニューが重視さ

れる実態がある１３５）。また，選択メニューとして有給の長期休暇（サバティ

カル）が設定される場合が考えられるが，労働契約関係の存続中ないし退

職前に認められるべき制度といえる。あるいは，経済的補償のある早期退

職は，こうした長期休暇の特別版と位置づけられている。

　他方，現金報酬に代えて追加的な休暇（Freizeit）や労働時間の短縮をメ

ニューとして提供するような場合，労働協約に根拠のある現金報酬請求権

の転換の場合には，既述したとおり協約法理による制約の問題が生じるこ

とになる。

　⒝　その他のメニュー

　有料の事務設備の利用といった労働条件や，特別の研修制度への参加の

ような便宜は，カフェテリアプランに組み込まれることで現物給付となる。

これらについては，福利厚生というよりも事業経費として評価すべきかど

うかが問題となる。従業員が選択権行使によりそれらの利用を回避できる

限りは，福利厚生メニューということになる。

　その他，学説には，選択的メニューとして，解約告知期間の延長も認め

られるとするものがある１３６）が，現実にはあまり導入されていない。むし

ろ，労働市場での位置や状況によっては，より長い解約告知期間は，不利

益となることもあるとされるからである。それでも，解約告知期間の延長

は，労働関係終了時の経済的補償，特に，税務上で有利な補償金が得られ

る場合には意味があると評価されている１３７）。そこで，個々の従業員と個別

に他の選択メニューに代えてこうした契約条件を合意することはあり得る

とされている。
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１３５） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.; D. Wagner, H. Langemeyer, 
Cafeteria-Modelle in der Unternehmenspraxis, Personalführung, １９９３, S. ５３ff.

１３６） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.
１３７） H. W. Mölder, a. a. O.（Anm. １８）, S. ２１５.

５４１（５４１）



Ⅶ　むすびに代えて

　ドイツのカフェテリアプランについて，その概念，導入の背景，功罪，

労働法規範による規整の状況，導入・運用や個別メニューをめぐる労働法

上の諸問題等について紹介，分析を試みた。その概略は以下の諸点にまと

めることができる。

　⑴　ドイツにおいては，カフェテリアプランについて，アメリカより１０

年から１５年程度遅く，わが国より１０年程度早い１９８０年代の初めに，労務管

理論の分野で議論が始まり，１９８０年代後半から，民間企業での導入が始

まっている。法律上の福利厚生（法定福利厚生）と区別されてきた企業内

福利厚生における新たな管理運営制度として案出された制度である。

　⑵　ドイツにおけるカフェテリアプランの概念理解や導入の背景は，日

本やアメリカにおけるそれらと大差がない。その概念は，複数の福利厚生

給付を選択メニューとして用意し，従業員が選択メニューからの選択を，

事前に従業員ごとに確定される予算の枠内で行うことが予定された制度と

説明されている。従前の固定的で従業員一律の制度から，従業員個々の

ニーズに対応できるように個別化と柔軟化がなされた企業内福利厚生制度

であることが各国共通の特徴として指摘されている。

　⑶　そもそもドイツにおいては，カフェテリアプラン導入以前から企業

内福利厚生給付を広い意味の賃金に含めて捉えてきている。この点と関わっ

て，ドイツのカフェテリアプランの制度的特徴として，選択メニューに各

種手当や労働時間の短縮，休暇日数の上乗せ等が含まれ，わが国では賃金

や労働時間といった，通例，福利厚生とは性質上区別される労働条件をも

含む相当広い範囲に選択メニューが及んでいる点が挙げられる。

　４　ドイツのカフェテリアプランは，労働協約や事業所協定といった集

団的労働規範による制約が最大のネックとなって，日米におけるほど導入

が進んでいない点が実態上の特徴である。特に，ドイツの労働条件決定シ

ステムの根幹を形成してきた産業別労働協約の規定事項（賃金，労働時間

柳屋：ドイツの企業内福利厚生におけるカフェテリアプランと労働法上の諸問題
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等）を選択メニュー化することが困難な状況にある。そのため，選択メ

ニューの多くは，使用者による任意の社会的給付を主体に構成されている。

また，集団的労働規範による制約を受けにくい管理職に適用対象を限定し

て導入される傾向が初期の段階からみられる。

　５　カフェテリアプランに関する労働法規範による規整関係として，選

択メニューに対する賃金保護規制の適用の有無，選択メニューの利用（請

求）根拠としての労働規範の態様，集団的労働規範による制約的規整の実

情，平等取扱原則の適用の有無，情報提供・周知義務の内容等が問題とさ

れている。

　６　さらに，カフェテリアプランの導入・運用をめぐる法的問題として，

制度導入時の既存福利厚生給付のカットや制度導入後の選択メニューの

カットの効力をめぐる問題や個別選択メニューをめぐる問題等が検討され

ている。

　ドイツにおいて，カフェテリアプランの導入が今後進んでいくためには，

特に，労働組合による労働条件決定権の独占という伝統的スタンスの転換

が不可欠と評されている。その方向に向かうかどうかは現時点では必ずし

も明確になっていない１３８）。

（平成２３年５月３１日脱稿）
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１３８） N. Korb, a. a. O.（Anm. ３）, S. ８５.

５３９（５３９）


